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鳥取市の介護予防・日常生活支援総合事業について 

 

平成２７年度の介護保険制度改正により、総合事業（介護予防・日常生活支援総

合事業）が創設され、本市は平成２９年４月から開始します。これにより、高齢者

の社会参加を促進し、要支援・要介護に至らない元気な高齢者を増やすとともに、

地域の支え合いの体制づくりを一層加速させます。 

 

総合事業の５つの特徴 

 

① 多様な主体による多様なサービスを展開していきます 
 

介護事業所による既存のサービスに加え、高齢者はもとより幅広い世代の市民、

ＮＰＯ、民間企業、ボランティアなどの地域の皆様を支援し、高齢者に対するサー

ビスを充実していきます。 

 

② 社会参加の視点を取り入れた介護予防を推進します 
 

「心身機能」だけでなく、高齢者の「社会的な活動への参加」の視点を介護予防に

取り入れることで、高齢者が地域や社会の中での役割を持ちながら、いきいきとし

た生活を継続することを目指します。 

 

③ 総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」 

で構成されます 
 

事業の種類 対象者 

介護予防・生活支援サービス事業 
要支援１・２の認定を受けた人、基本チェックリ

ストで事業対象者と判断された人 

一般介護予防事業 第１号被保険者（６５歳以上の人） 

 

④ 介護予防訪問介護と介護予防通所介護が総合事業に移行します 
 

予防給付（要支援１・２の認定を受けた人に対するサービス）のうち介護予防訪

問介護（ホームヘルプサービス）と介護予防通所介護（デイサービス）が、総合事

業に移行します。これまでどおりの国基準相当のサービスのほかに、本市独自の緩

和した基準（人員配置や利用料など）による訪問型サービス、通所型サービスの提

供 に つ いても検

討 を 進 めていま

す。 
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⑤ サービス利用の手続きの一部を簡素化します 

 
現在、介護予防訪問介護、介護予防通所介護のみを利用している方が、平成２９

年４月以降、引き続き訪問型サービス・通所型サービスの利用を希望する場合、ま

たは新たに同サービスのみの利用を希望する方については、従来の要支援認定を受

けてサービス利用する手続きに加え、新たに基本チェックリストを用いた簡易な判

定方式により、迅速にサービス利用する手続きを設けます。 

詳細は「鳥取市介護予防・日常生活支援総合事業（案）」を参照 
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 鳥取市介護予防・日常生活支援総合事業（案） 

 

１ 制度改正の趣旨 

予防給付のうち訪問介護・通所介護について、市町村が地域の実情に応じた取組ができ

る介護保険制度の地域支援事業「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行します。 

既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、地域住民の相互の支え合いやボラン

ティア、ＮＰＯ、民間企業など地域の多様な主体の参画を推進して高齢者を支援します。 

 

 

２ 目的 

総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画

し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支

援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的としています。 
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３ 市の考え方 

団塊の世代が後期高齢者となる 2025 年（平成 37 年）に向けて、要介護者等の増加が予

想されるなか、介護が必要になっても住み慣れた地域で暮らしを続けることができるよう

にするため、地域の実情に合わせた地域包括ケアシステムを構築することが求められてい

ます。 

鳥取市では、次の基本的な考え方のもと、総合事業を実施していきます。 

 

○ 高齢者の社会参加の推進を通じて、要支援・要介護状態になることをできる限り予防

するよう支援します。 

 

○ 高齢者が住み慣れた地域の中で、人と人とのつながりのもと、生き生きと暮らし続け

ることができる、多様な主体等の参画による多様で柔軟な生活支援が受けられる地域づ

くりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 総合事業の構成、サービス内容等 

 

総合事業は、要支援者または事業対象者に対して必要な支援を行う「介護予防・生活支

援サービス事業」（介護保険法に基づく第１号事業）と、全ての第１号被保険者等が対象に

なる「一般介護予防事業」から構成されます。 

鳥取市は平成２９年４月１日から次の２つの事業を実施します。 

 

① 介護予防・生活支援サービス事業 

（対象者）要支援認定を受けた者または基本チェックリストで事業対象者 

に該当した者 

（実施事業）・現行の訪問介護相当サービス 

・現行の通所介護相当サービス 

・介護予防ケアマネジメント 

② 一般介護予防事業 

（対象者）６５歳以上の第１号被保険者等 

（実施事業）・介護予防普及啓発事業（おたっしゃ教室等） 

・地域介護予防活動支援事業（介護予防教室・介護支援ボランティア等） 

・地域リハビリテーション活動支援事業（検討中） 

鳥取市の総合事業実施の基本的考え方 

● 高齢者の社会参加の推進と要介護状態等の予防 

● 多様で柔軟な生活支援のある地域づくり 
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５ 利用手続 

① 総合事業の利用の相談・手続き支援については、現在の介護・介護予防サービスを

利用する場合と同様に、今後とも地域包括支援センター等の介護支援専門員等の専門

職員が行います。 

 

② 総合事業のみ利用する（予防給付の利用がない）ケースについては、従来の介護保

険の認定申請に加えて、新たに運動機能や認知機能の低下などに関する 25 の質問事項

で本人の状態を確認する「基本チェックリスト」により迅速にサービス利用を開始す

ることもできます。 

     

  

＝29 年 4 月から本市で 

実施するサービス 

左記の 5 事業のうち必

要な事業を組合わせて

実施。②、③について

は現在の事業を見直し

て実施。⑤については

新規実施を検討中。 
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 総合事業実施後（H29.4.1～）の利用手続  

 

 

お住まいの地区を担当する地域包括支

援センターやご担当のケアマネージャー

に連絡・相談します

（ ご希望や状態を確認します ）

利用者

訪問看護や福祉用具、ショートステ

イなどのサービスを希望する場合

［ 要介護・要支援認定申請 ］

訪問介護や通所介護のみ利用を

希望し、迅速に手続きしたい場合

［ 基本チェックリスト実施 ］

要介護認定 要支援認定 事業対象者 非該当

介護サービス

介護予防サービス
（介護予防福祉用具貸

与、介護予防通所リハビ
リテーション等）

介護予防・生活支援

サービス事業

介護予防・日常生活支援事業

駅南庁舎・総合支所

［ 介護保険窓口 ］
（受付けた相談内容を地
域包括支援センターに

引継ぎます）

希望される場合

非該当

市より被保険者証交付

介護保険や総

合事業の対象

外であった場合

市より

被保険者証交付

訪問・通所型サービス

以外の利用の有無
無

有

一般介護予防事業は

６５歳以上の人が利

用できます

訪問型サービス

通所型サービス

一般介護予防事業

引継ぎ
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６ 単価 

○ 介護予防訪問介護・介護予防通所介護では、月額包括報酬（定額制）とされていま

したが、鳥取市訪問介護相当サービス（従来の介護予防訪問介護相当）及び鳥取市通

所介護相当サービス（従来の介護予防通所介護相当）においては、「サービス利用実績

に応じた報酬設定」及び「現在創設に向けて検討している訪問型サービスＡ（緩和し

た基準によるサービス）又はＢ（住民主体による支援）との併用」の観点から、原則

として、１回当たりの単価設定による報酬を用いることとします。 

 

○ 加算・減算については、現行の介護予防訪問介護・介護予防通所介護と同様です。 

 

  （１）鳥取市訪問介護相当サービスの基本報酬 

 

回数等により報酬単価を整理するともに、介護予防ケアマネジメントにおけるサ

ービス利用実態を踏まえ、２０分未満の短時間サービスの単位を追加します。 

 

サービス 現在の介護予防訪問介護 鳥取市訪問介護相当サービス 

単価 

○ 月額包括報酬 

 

□要支援１・２ 

週１回程度 １，１６８単位／月 

 

□要支援１・２ 

週２回程度 ２，３３５単位／月 

 

□要支援２ 

週３回以上 ３，７０４単位／月 

 

 

 

○ １回当たりの報酬単価を設定 

 

□要支援１・２、事業対象者 

週１回程度      ２６６単位／回 

月４回超えの場合 １，１６８単位／月 

□要支援１・２、事業対象者 

週２回程度      ２７０単位／回 

月８回超えの場合 ２，３３５単位／月 

□要支援２ 

週３回以上       ２８５単位／回 

月 12回超えの場合 ３，７０４単位／月 

□要支援１・２、事業対象者 

20分未満（月 22回まで）１６５単位／回 

 

  （２）鳥取市通所介護相当サービスの基本報酬 

 

 回数等により報酬単価を整理するとともに、介護予防ケアマネジメントにおけるサ

ービス利用実態を踏まえ、要支援２（週１回程度）の区分を追加します。 
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サービス 現在の介護予防通所介護 鳥取市通所介護相当サービス 

単価 

○ 月額包括報酬 

 

□要支援１ １，６４７単位／月 

 

 

 

 

 

□要支援２ ３，３７７単位／月 

 

 

 

○ １回当たりの報酬単価を設定 

 

□要支援１・事業対象者（週１回程度） 

        ３７８単位／回 

月４回超えの場合 １，６４７単位／月 

□要支援２（週１回程度） 

 ３７８単位／回 

月４回超えの場合 １，６４７単位／月 

□要支援２（週２回程度） 

     ３８９単位／回 

月８回超えの場合 ３，３７７単位／月 

 

 

 

７ 利用者負担 

介護給付の利用者負担割合（原則１割、一定以上所得者は２割）と同じとします。 

また、給付における利用者負担額の軽減制度に相当する高額介護（介護予防）サービス

費相当事業等を実施します。 

 

８ 利用者負担の限度額 

指定事業者のサービスを利用する場合にのみ、給付管理を行います。 

要支援認定を受けた方が総合事業を利用する場合には、現在適用されている予防給付

の利用限度額の範囲内で、給付と総合事業を一体的に給付管理します。 

基本チェックリストにより事業対象者と判断された方については、予防給付の要支援

１の利用限度額と同じです。 

 

○ 要支援１・事業対象者 ：   ５，００３単位 

○ 要支援２       ： １０，４７３単位 

 


